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主 催：福山市  協   働：NPO 法人ゆにばーさる  後 援：福山市教育委員会 

問 合 せ：福山市人権交流センター・NPO 法人ゆにばーさる (TEL084-951-5700） 

日 時：2015年 ８ 月 ２日（日） 

１回目 １０：００～１２：０５ 

2回目 １３：３０～１５：３５ 

場 所：福山市人権交流センター ホール 
（福山市佐波町 262-3 ℡084-951-5700） 

今年は戦後７０年。戦争を知らない世代が圧倒的

に多い中で，伝えなければいけないことがあります。    

かつて戦争は，たくましく成長した子どもたちを，

家族から奪っていきました。愛する家族を失ったこ

とで，その後も戦争の影響は残り，現在においても

後を引いています。この映画を通して，平和がどれ

だけ素晴らしいものであるか，今生きている人たち

に伝えることができるのか，考えてみませんか。 

上映時間 121分 

「出口のない海」製作委員会  HPより 

夢を追い続けた甲子園の優勝投手は， 

なぜ二度と帰れない作戦に身を投じたのか？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                         

実施日 2015年度人権交流センター事業案内 

８月 ２日(日) 

１回目 10:00～ 

２回目 13:30～ 

ヒューマンシネマサロン 映画「出口のない海」 

１９４５年，夏・・・それでも青春だった。 

９月１3 日(日) 

13:30～（予定） 

人権講演会 「子どもの貧困を考える」（仮題） 

講師：NPO 法人さいたまユースサポートネット代表 青砥
あ お と

 恭
やすし

 さん 

12 月１３日(日) 

２０１５ ふくやま 人権・平和フェスタ「第６７回人権週間記念の集い」 

（仮称）～未来・連帯・集う若者たち～ 

 

 

 
実施期間 2015年度人権交流センターロビー展示 

６月９日(火) 

～ 

7月12日(日) 

    「子どもの権利条約」 

               福山市内の中・高校生が「子どもの権利条約」の条文

をイメージして描いた絵と条文を紹介します。 

                “子どもの問題は，おとなの問題です”  

                親子でぜひ，「子どもの権利条約」を学んでみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

2015 年度ふくやま人権・平和フェスタ実行委員 募集！ 

毎年 12 月 4日～10 日の「人権週間」期間中には，福山市内でさまざまな啓発イベントが行われていま
す。人権交流センターにおいても『ふくやま人権・平和フェスタ』を開催しております。 
今年度も人権交流センターでは，多くの人たちの知恵を出し合った素晴らしいフェスタを創造するため

に，実行委員会を組織します。スタッフの一員として参加してみませんか。 
 
☆活動団体・個人・学生など実行委員の応募をお待ちしています！☆ 

 

問合せ：福山市人権交流センター 

    NPO 法人ゆにばーさる 

    ℡084－951－5700 

2014 年度 ふくやま人権・平和フェスタの様子 

 

 

 

 

 

 

 

(第２８条) 

教育は等しく受けられます 

子どもは，みんな平等に教育を受け，

学ぶ権利があります。 

国やおとなは，すべての子どもが等

しく教育を受ける権利を保障しなく

てはなりません。そして，世界中の子

どもが，いじめや暴力もなく学ぶこと

ができ，文字を読み書きできるよう，

国と国は協力しあって条件を整えな

ければなりません。 

   （第１９条） 

         暴力から守られます 

              子どもは，暴力を受けたり傷つ

けられたりせず，安心して成長で

きるよう守られます。 

              どんな理由があろうと，子ども

に暴力をふるってはいけません。 

国やおとなは，子どもが安心し

て成長できるよう責任をもって育てなければなりません。 


